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ペ
ー
ジ

告

示

〇
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
及
び
指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧�
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水
産
業
振
興
課
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一

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定�
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森
林
整
備
課
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一

〇
港
湾
計
画
の
変
更
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概
要�
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港　

湾　

課
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一

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可�

（
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

二

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出�

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

二

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

定�

（
森
林
整
備
課
）　
　

三

労
働
委
員
会

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
告
示�

三

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
船
損
害
等

補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を

令
和
六
年
四
月
十
六
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
三
十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
四
月
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

届　
　
　
　
　

出　
　
　
　
　

事　
　
　
　
　

項

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

加　

入　

区

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同

組
合
の
名
称

縦　

覧　

場　

所

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
港
八

十
五
番
地
一

�

阿
部　

泰
嗣

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
中
山

二
十
番
地
三

�

三
浦　

達
也

歌
津
町
加
入

区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
歌
津
支
所

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津

字
伊
里
前
百－

九

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
六
年
四
月
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

黒
川
郡
大
郷
町
石
原
字
檀
越
一
六

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

　
　
　
　

字
檀
越
一
六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
大
郷
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

　

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
塩
釜
港
港
湾
計
画
の
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変
更
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
四
月
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要

　
　

危
険
物
取
扱
施
設
計
画

　
　

変
更
す
る
施
設

港
区
名

地
区
名

変　

更　

計　

画

既　

定　

計　

画

種　

別

水　
　

深

（
メ
ー
ト
ル
）

バ
ー
ス
数

種　

別

水　
　

深

（
メ
ー
ト
ル
）

バ
ー
ス
数

塩　

釜

一
本
松

ド
ル
フ
ィ
ン

（
専
用
）

�
七
・
五

�

一

ド
ル
フ
ィ
ン

（
専
用
）

�

六
・
五

�

一

二　

変
更
後
の
港
湾
計
画
の
縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
土
木
部
港
湾
課
（
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号
）

　
　

宮
城
県
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
（
仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
一
番
三
号
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

　

黒
沢
尻
用
水
路
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
四
月
八
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
六
年
四
月
十
六
日

�

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

田　
　

村　
　

賢　
　

治　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
色
麻
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
四
月
十
六
日

�

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

稲　
　

村　
　
　
　
　

伸　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
六
年
四
月
一
日

早　

坂　

勝　

一

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
西
原
五
十
七
番
地

二

理　

事

令
和
六
年
四
月
一
日

橋　

本　
　
　

久

加
美
郡
色
麻
町
小
栗
山
字
五
輪
六
番
地

理　

事

令
和
六
年
四
月
一
日

田　

中　

利　

充

加
美
郡
色
麻
町
清
水
字
田
中
北
八
番
地

理　

事

令
和
六
年
四
月
一
日

今　

野　

隆　

志

加
美
郡
色
麻
町
王
城
寺
字
渡
戸
南
十
二
番

地
二

理　

事

令
和
六
年
四
月
一
日

渡　

邊　

市　

男

加
美
郡
色
麻
町
高
根
字
前
田
三
番
地

理　

事

令
和
六
年
四
月
一
日

浦　

山　

利　

定

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
新
町
北
五
番
地

理　

事

令
和
六
年
四
月
一
日

菅　

原　

藤　

男

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
合
柄
橋
五
十
九
番

地

理　

事

令
和
六
年
四
月
一
日

田　

中　
　
　

壽

加
美
郡
色
麻
町
一
の
関
字
片
平
前
十
九
番

地

理　

事

令
和
六
年
四
月
一
日

早　

坂　

康　

雄

加
美
郡
色
麻
町
高
城
字
宮
三
番
地

理　

事

令
和
六
年
四
月
一
日

松　

倉　

善　

彦

加
美
郡
色
麻
町
志
津
字
川
前
二
十
六
番
地

理　

事

令
和
六
年
四
月
一
日

堀　

籠　

慶　

浩

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
向
町
四
十
二
番
地

理　

事

令
和
六
年
四
月
一
日

渡　

邊　

正　

武

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
新
田
町
七
番
地
二

監　

事

令
和
六
年
四
月
一
日

齋　

藤　

一　

夫

加
美
郡
色
麻
町
大
字
永
嶋
南
十
四
番
地

監　

事

令
和
六
年
四
月
一
日

福　

田　

重　

信

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
天
神
堂
十
三
番
地

六
十
三

監　

事

令
和
六
年
四
月
一
日

佐　

藤　

宗　

一

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
町
九
十
五
番
地

監　

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

早　

坂　

勝　

一

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
西
原
五
十
七
番
地

二

理　

事

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

田　

中　

利　

充

加
美
郡
色
麻
町
清
水
字
田
中
北
八
番
地

理　

事
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令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

菅　

原　

藤　

男

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
合
柄
橋
五
十
九
番

地

理　

事

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

田　

中　
　
　

壽

加
美
郡
色
麻
町
一
の
関
字
片
平
前
十
九
番

地

理　

事

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

今　

野　

隆　

志

加
美
郡
色
麻
町
王
城
寺
字
渡
戸
南
十
二
番

地
二

理　

事

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

松　

田　

主　

税

加
美
郡
色
麻
町
志
津
字
鷹
巣
屋
敷
岸
百
五

十
番
地

理　

事

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

早　

坂　

康　

雄

加
美
郡
色
麻
町
高
城
字
宮
三
番
地

理　

事

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

山　

田　

康　

雄

加
美
郡
色
麻
町
平
沢
字
新
早
坂
六
十
二
番

地

理　

事

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

虎　

岩　

英　

生

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
新
町
北
一
番
地

理　

事

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

渡　

邊　

市　

男

加
美
郡
色
麻
町
高
根
字
前
田
三
番
地

理　

事

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

堀　

籠　

慶　

浩

加
美
郡
色
麻
町
四
竈
字
向
町
四
十
二
番
地

理　

事

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

渡　

邊　

正　

武

加
美
郡
色
麻
町
四
竃
字
新
田
町
七
番
地
二

監　

事

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

畑　

中　

長　

悦

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
石
神
北
六
番
地
二

監　

事

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

齋　

藤　

一　

夫

加
美
郡
色
麻
町
大
字
永
嶋
南
十
四
番
地

監　

事

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
四
月
十
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

令
和
六
年
度
県
有
林
管
理
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

水
産
林
政
部
森
林
整
備
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社　

仙
台
市
青
葉
区

堤
通
雨
宮
町
四
番
十
七
号

五　

契
約
金
額　

七
千
三
百
七
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
該
当

労
働
委
員
会

〇
宮
城
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号

　

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
て
い
る
宮
城
県
労
働
委
員

会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
六
年
四
月
十
六
日

�

宮
城
県
労
働
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

会　

長　
　

水　
　

野　
　

紀　
　

子　
　
　

宮
城
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
名
簿

�
（
令
和
６
年
４
月
１
日
現
在
）
　

氏
　
　
名

現
　
　
　
　
　
職

主
　
要
　
経
　
歴

委
嘱
年
月
日

水
　
野
　
紀
　
子
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

白
鷗
大
学
法
学
部
教
授

東
北
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科

長
令
６
．
４
．
１

岡
　
﨑
　
貞
　
悦
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
　
護
　
士

弁
　
護
　
士

令
６
．
４
．
１

豊
　
田
　
耕
　
史
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
　
護
　
士

弁
　
護
　
士

令
６
．
４
．
１

佐
々
木
　
く
　
み
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
学
院
大
学
法
学
部
法
律
学
科
教

授
令
６
．
４
．
１

嵩
　
　
　
さ
や
か
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授

令
６
．
４
．
１

加
　
藤
　
　
　
仁
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
宮
城
県
支
部
支
部
長
Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
山
口
県
支
部
支

部
長

令
６
．
４
．
１

佐
　
竹
　
一
　
則
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
宮
城
県
連

合
会
事
務
局
長

令
６
．
４
．
１

北
　
舘
　
和
　
彦
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

自
治
労
宮
城
県
本
部
中
央
副
執
行
委

員
長

令
６
．
４
．
１

佐
　
藤
　
友
　
彦
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

宮
城
民
主
医
療
機
関
労
働
組
合
書
記

令
６
．
４
．
１



第494号　令和６年４月16日　火曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報
長

鈴
　
木
　
謙
　
一
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
電
力
労
働
組
合
宮
城
県
本
部
委

員
長

令
６
．
４
．
１

大
　
内
　
栄
　
治
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

株
式
会
社
七
十
七
銀
行
取
締
役
令
６
．
４
．
１

伊
　
藤
　
光
　
芳
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

株
式
会
社
本
山
製
作
所
執
行
役

員
管
理
本
部
長

令
６
．
４
．
１

成
　
田
　
　
　
努
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
経
営
者
協
会

専
務
理
事

東
北
電
力
株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス

サ
ポ
ー
ト
本
部
人
財
部
部
長

令
６
．
４
．
１

小
野
木
　
克
　
之
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

株
式
会
社
河
北
新
報
社
専
務
取

締
役

令
６
．
４
．
１

清
　
野
　
　
　
敦
宮
城
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
電
力
株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ

ポ
ー
ト
本
部
人
財
部
部
長

令
６
．
４
．
１

諸
　
星
　
久
美
子
宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

令
６
．
４
．
１

笹
　
森
　
博
　
樹
宮
城
県
労
働
委
員
会
事
務
局

副
事
務
局
長
兼
審
査
調
整
課
長

令
６
．
４
．
１


